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市民文教委員会会議録 

 

平成２２年８月９日（月） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １２：１４ 

 

○委員長 

 ただいまから市民文教委員会を開会いたします。「環境について」を議題といたします。明

星寺地内における産業廃棄物処理施設の計画について、執行部の説明を求めます。 

○環境整備課長 

 明星寺地内におきます産業廃棄物処理施設の設置計画についてご報告いたします。 

資料の１ページ、一番表の部分でございます。お願いいたします。まず、計画の概要でござ

いますが、施設は産業廃棄物の中間処理を行う破砕施設で、処理する産業廃棄物の種類は

（１）にございます、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず等でございます。

次に、設置場所でございますが、明星寺１５６７番地３３で、設置者は嘉飯山砂利建設株式会

社でございます。施設の概要につきましては、破砕機２基でございまして、処理能力がそれぞ

れ１日当たり４７３．６ｔ、１６１．６ｔでございますが、それぞれが操業するということで

はなく、ベルトコンベアで連動した中で、細かく砕いていくといった作業になりますので、

１日あたり処理能力としましては、最高１６１．６ｔまでということになるというふうに思わ

れます。また、この処理されたものにつきましては、有価物として建設会社等へ販売されるこ

とになります。 

次のページに、設置者から県に環境調査書が提出され、市に意見書の照会が来てからの経過

について整理したものをつけております。 

３ページをお願いいたします。３ページには県、次４ページでございますが、これには市の

責務と権限を法的に整理したものをつけております。その内３ページの県の責務と権限でござ

いますが、紛争予防条例に基づくものの中から一部説明いたしますと、上段から産業廃棄物処

理施設の設置が適正かつ円滑に行われるように、設置者に環境の保全に配慮するように指導す

るとともに、周辺住民の産業廃棄物処理施設の必要性等に対する理解が得られるよう努めるこ

と。環境調査書の提出を受け、地域指定基準に基づき市町村の意見を聞いたうえで指定地域を

定めること。設置者が正当な理由なく説明会を開催しないときは、期限を付して開催するよう

求めること。説明会に職員を立ち会わせることができること。意見、見解書、市町村の意見に

十分配慮し、環境の保全上の見地から必要があると認めるときは、設置者と周辺住民双方の意

見の調整を行うこと。意見の調整にあたって、必要に応じて、福岡県産業廃棄物審議会の意見

を聞くことなどがまずございます。また、廃掃法に基づくものにおいては、産業廃棄物処理施

設の設置の許可を行うことなどがございます。 

４ページをお願いいたします。市の責務と権限でございますが、紛争予防条例に基づくもの

の中から一部説明いたしますと、一番上の上段から紛争の予防及び調整に関して、県が行う施

策に協力するとともに自らも紛争の予防及び調整に努めること。地域の指定について意見を述

べることなどがございます。また、下の市の自然環境保全条例に基づくものにおいては、上か

ら４段目ぐらいになりますが、４項目、不適正な事業活動の早期発見及び防止のため、自然環

境の変化に注意を払うよう努めるとともに関係機関との連絡調整を行うこと。その下、不適正

な事業活動が行われ、またはその恐れがあるときは、直ちに現状の調査を行うことなどがござ

います。 

５ページをお願いいたします。産業廃棄物処分場設置に至るまでのフローでございます。こ

のフローでご説明をしていきたいと思います。現在は、上から３段目のところでございます。
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①の指定地域について市町村に意見照会というのございますが、このところでございます。①

につきましては、あくまでも設置者である嘉飯山砂利建設株式会社が説明会の開催等について、

周知しなければならない地域指定のための意見書であります。この説明会には、どなたでもお

出でいただけますので、市としましては説明会の日時等につきましては、市報、ホームページ、

隣組回覧等によりまして、幅広く周知するように考えております。そして、設置者より環境調

査書の説明会が行われるわけでございますが、行われた後、住民側からの意見書の提出という

ふうになるわけでございます。この意見書をにつきましては、説明会にまず参加、不参加にか

かわらず、どなたでも意見書の提出ができるものでございます。この説明会の折に、各いろん

な意見があると思いますが、そういった意見をこの場で出していただくということでございま

す。その後、設置者より各いろんな意見を住民の方からいただいたものを踏まえ、見解書が県

に提出され、県よりこの見解書が市に送付されるといった運びになります。市としましては、

この見解書、意見書等を十分に踏まえ、環境保全上の意見書③を提出するといったことになり

ます。 

こういった運びの中で、合意がどうしても得られない、不成立といった場合には、右側にご

ざいます斡旋のところございますが、斡旋といったことになってまいりますが、この斡旋につ

きましては、設置者側だけではなく、市民側からも、斡旋の申請ができるというふうになって

おります。次６ページから７ページにつきましては、この前ページ、①から③というところの

ですね、条文等につきます内容の部分を詳しく書いてございます。 

８ページをお願いいたします。８ページ、９ページにおきまして、当初提出を予定しており

ました意見書を添付させていただいております。そして、１０ページでございます。この

１０ページに、その意見書におきます設置者が周知する指定地域と申しますか、３００ｍとい

った範囲を円で囲んでおります。次の１１ページから１７ページには紛争予防条例、１８ペー

ジから２７ページには飯塚市自然環境保全条例をそれぞれ添付させていただいております。以

上簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め全般にわたる質疑を許します。 

○永露委員 

 ただいまの説明を伺いましたけども、言葉、あるいは内容等につきまして、非常に専門的な

ことも多分に含まれておりますので、なかなか私どもも理解できなかったわけですけども、い

わゆる細部については省きますけども、まず基本的なことについてお尋ねをいたしたいと思い

ます。今の説明の中に出てきておりました市長が県知事に対して送付する意見書ですね、まず、

この意見書等はどのようなものであって、またその効用、効能と言いますか、効力といいます

か、意見書の効力等についてはどのようなものなのか、まずお尋ねをいたします。 

○環境整備課長 

 まず①の意見書のところでございます。資料の６ページを見ていただきたいと思います。

６ページ、一番上段にこの①の意見書のところについて説明をさせていただいておりますが、

この意見書につきましては、紛争予防条例第７条、第１０条ということで、公告後に、設置者、

事業をやられる方が開催する地域を指定するものでございます。指定地域内に説明会を開催す

る適当な場所がない場合は他の場所でということになるわけでございますが、あくまで開催地

域、説明会を開催する地域といったところをどの範囲で事業者は周知するかというところの意

見書でございます。 

先ほど、内容についても説明しましたが、設置者が周知する範囲、市のほうが当然それ以外

の範囲という部分について、ホームページ、市報を回覧等で周知するということで、市内全域

にこういったことがございますといった部分で説明会があります。いったところを周知するよ

うなかたちになるわけでございます。この意見書につきましては、市町村は意見書を提出しな
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ければならないとの明文の規定はありませんが、知事は、市町村の意見を聞いたうえで指定地

域を定めなければならないというふうに規定されておりますので、指定地域の設定に係る意見

書を市町村が提出しなければならないのではというふうに考えております。 

○永露委員 

 お話によりますと、それが例えば、今私がお尋ねいたしました意見書と今、課長は提出しな

ければならないと義務づけがなされておるというふうに言われましたけども、法の中では義務

づけはなされてないんですね。それをただ法の中では、要するに、うちで言えば、市長が意見

書を知事に提出することができるという文書なんですね。提出することができるという文書な

んです。あなた方の解釈というか、県の解釈もそうなんでしょうけども、この内容を持って遅

滞なく意見書を作成し、県知事に提出しなければならないという義務事項という判断をされて

おるんですけども、何をもってそのような判断をされておるのか、お尋ねいたします。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：１２ 

再 開 １０：１３ 

委員会を再開します。 

○環境整備課長 

 委員おっしゃいますように、法的な部分というのは確かにございます。私どもとしましては、

紛争予防条例の第７条の市町村の聞いたうえで、環境調査に係る指定地を定めなきゃなければ

ならないというところで、意見書を求められるというところで、市町村としまして、その説明

会を開いていただくことで、産業廃棄物処理施設、どういったものを建てられてされるのかと

いった内容等々をですね、詳しく話をいただけるということを考えております。そういった中

で、県からの意見書の提出を関係調査書が県からまいりますので、それに基づいて早めに地元

の方達にいろんなことを説明していただき、相互理解のもとに、この事業が進んでいくのかど

うかちょっと分かりませんが、この事業がどういったことか、地元の方達によく説明して理解

していただくための説明会を開いていただくために、こういった意見書について提出したいと

いうふうに考えております。 

○永露委員 

 あなた、何を言っているのか自分で分からんでしょ。私も分かりません。あなた、今の私の

質問に対して答えられないから、端的に答えられないから、別のことで何となくうやむやに答

弁をしたんですよ。そうなんですよ。だから、あなた端的に答えられないんでしょ。なぜ法律

の文章では意見書を提出することができるという、これは意見書を提出することが出来るとい

うのは市長に対しての提出権、すなわち権限を付与したんですよ。だから、本当の意味で言え

ばね、これは提出しなくてもいいんですよ。しないこともありうるんですよ。ところが、これ

を提出しないことには県知事が許認可出来ないんでしょ。許認可出来ないから、そういうこと

があってもらって困るから変な解釈をしとるんですよ。本来は、各市町村のところでいろんな

問題があれば、そこでストップできる権限が与えられておるんですよ。この文章はそうでしょ、

この法律は。だから、意見書の提出をすることができるという文章になっておるんですよ。で

すから、私は当初お尋ねをいたしました法律の文章では、意見書を知事に提出することは出来

るというのをあなた方は県もそうかもしれませんが、遅滞なく意見書を提出し、知事に提出し

なければならないという義務づけをここで課しておるんですよ。ですから、法律の内容とあな

た方の米印でね、変な説明文書を書いておりますけども、これの整合性と言いますかね、おっ

しゃってください。 

○環境整備課長 

 申し訳ございません。先ほど委員のおっしゃいました市町村の意見を聞くことが出来るとい



４ 

うことがあったかと思いますが、提出することができるということでは、私どもは考えており

ません。出来るということではなくて、あくまで指定地域説明の説明会を開くための指定地域

の部分でございまして、第７条にもございますように、知事は、市町村の聞いたうえで、環境

調査に係る指定地域を定めなければならないということでございますので、それに基づいて市

町村としてこの指定地域について意見書を提出しているということでございます。 

○永露委員 

 全く不可解な答弁ですね。別の観点からお尋ねいたしますが、仮に各市町村からの意見書が

なければですよ、あなた方はそれが義務づけられておるというように解釈をされておるんです

けど、なければ県知事はいかなる許認可も出来ないでしょ。いかがですか。 

○環境整備課長 

 今、委員おっしゃいますように、この指定地域の設定の意見書につきまして、市町村が意見

書を提出しなければ、県は指定地域の設定を行うことが出来ず、結果として同条例に基づく手

続きが停止といったことになります。 

○永露委員 

 ですから、この意見書というのは、それほど大きな意味があるんですよ。いわゆる事業の許

認可に対して。最終的な権限は当然知事が持っておりますけども、その前段として、各地方自

治体の市町村の長の意見書というものを不可欠なものとしておるんですよ。これがなければ、

一切の許認可は出来ないというふうな現状なんですよ。ですから、今、私が当初申し上げまし

たね、これは１２条ですか、紛争予防条例のね、１２条で意見書を提出することが出来るとい

う非常に少し曖昧な表現になっておるものを県も含めて、あなた方の解釈は、それを県知事に

対する義務付けだというふうな解釈をしてしまっておるんですよ、義務付けだと。それほど、

この意見書の持つ意味合いは大きいんですよ。今申し上げましたように、これがなければいか

なる許認可も出来ないんです、県知事といえども。それほどね、この県知事に提出する意見書

というものは、それほど大きな意味合いを持つがゆえにね、やはり一番大事なのは、その地域

の方々の話を聞くということが法律の中では当然認められておりませんけども、この意見書を

提出するにあたっては当然、法律の中ではそれは含まれておりませんけども、当然そういうも

のも勘案した中での意見書の提出をしなさいというふうに私は理解しとるんですが、いかがで

すか。 

○環境整備課長 

 今、委員がおっしゃいました第１２条でございますが、これは意見書の３のところになって

まいります。１２条におきましては、環境の保全上の見地からの意見を有しているものはとい

うところがありまして、意見書を知事に提出することができるといったことでございまして、

今回のところは第７条のところでございます。あくまで地域指定のところでございます。です

ので、環境保全上につきましては、当然地元のほうの説明会を開いていただきまして、各意見、

いろんな意見が出されると思います。そういった意見を地元の方から意見書を当然出していた

だきますが、先ほど資料の説明でも申しましたように、その意見書、見解書等を踏まえまして、

市のほうから意見書に係る分ということで、第１２条がその意見書の部分になるわけでござい

ます。 

○永露委員 

 いずれにしましてもね、この意見書の持つ意味合いというのは大きい。大きなウエイトをね、

知事は許認可を与えることに関して、この自治体からの意見書の提出というものは非常に不可

欠なものであるという認識は、もちろん先ほど課長もされましたですね。ですから、そういう

大きな許認可に対して、大きな影響を与える意見書の提出については、私はより慎重になるべ

きだと思います。その慎重になるべきだという意味の中にね、やはりこういう環境とか、騒音

とか、環境の問題に関して今やっぱり地域の方々の考え方が昔と違ってきております。ですか
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ら、より慎重にならざるを得ないというふうに思っておりますので、例えば、今意見書を提出

する際についてもね、当然住民の方々の意見等を十分にくみあげて、その上で、意見書を提出

するという段取りを私は当然踏むべきだというふうに思っておるんですが、そのようなお気持

ちはございますか。 

○環境整備課長 

 意見書につきましては、委員おっしゃいますように、当然各地元周辺地域の方たち、いろん

な方たちが、地元説明会を設置者のほうが行いますので、その折に、いろんな意見を出してい

ただく中で、環境保全上の意見については取りまとめて、環境保全上の意見につきましては市

のほうといたしまして、しっかりしたものを出していきたいというふうに考えております。そ

の前段といたしまして、今回の意見書でございますが、これは設置者が、設置者として周知を

図ると、説明会を開催するための周知を図るという部分の地域指定でございますので、その指

定をしまして、設置者がその周辺のところを説明会を開きますといった内容のことを周知いた

します。それ以外のところにつきましては、当然市のほうで周知をするといったところで、説

明会を開催し、そういった中で、環境保全上の意見書を市のほうとして考えて出していくとい

ったことでございますので、委員おっしゃいます分につきましては、説明会後の意見書の部分

というふうになると考えております。 

○永露委員 

 あなた方が県知事に提出いたしましたこの経過の中でですね、意見書を県に送付という欄が

ありますね。これは、７月の９日になっております。７月の９日にあなた方は市長の意見書を

県に送付いたしております。その日のうちに。これは潤野上区自治会からですか。意見書につ

いてのさまざまな要望がありますということの話があって、この意見書をその日ですよ、受理

を保留するように県に要請をしておるんです、その日のうちに。出したその日のうちにちょっ

と保留してくれと。その理由は、やっぱり地元からのさまざまな意見が出てきておると、問題

がありというようなね。意見が出てきておるので、すぐ受理を保留してほしいという要請をそ

の日のうちに県にしておるんですね。ということは、あなた方は、この７月９日に県知事宛て

に出されました意見書の内容というものが、県知事への提出に際してやはり地元の意見等をし

っかり聞いたうえで、やるべきだという認識があったからこそ県に対してすぐその日の内に受

理を保留してもらったんじゃないんですか。 

○環境整備課長 

 これにつきましては、当初３００ｍということで考えました時に、明星寺自治会、潤野上自

治会がその範囲となってまいります。しかし、自治会長からのお話をいただきました折に、こ

の中の文書のことでもいくつかお話をいただきました。私どもとしましては、具体的なものい

ろいろありましたけど、あと地区的なもの、当然明星寺団地自治会が隣にございます。明星寺

団地自治会がその３００ｍから若干のところにあるわけでございますが、潤野上、明星寺とい

うことでなく、明星寺団地自治会もそういった周知してもらう中には考える必要があるんじゃ

ないかといったところを私どもも考えまして、中で検討しまして、それでちょっとそこのとこ

ろをその後、各自治会代表者の方がおられますので、そういったところとまた詰める必要があ

るんではないかといったとこもありましたので、そういった意味でこの部分については、県の

ほうにちょっと待ってくれという話をさせていただきました。あと保全上の粉じん、騒音、各

いろいろございます。そういった内容についても話をいただきました。そういった分につきま

しては、次の説明会の折に、設置者の方に言っていただきながら、意見集約を図りたいという

ことで私どもは考えておりました。そういった部分で前段としまして、明星寺、潤野上だけで

はなく、明星寺団地町内会も周知してもらう必要があるのではないかといったところも踏まえ

て、この始めの意見書につきましては、そこの担当者の前段ということで止めていただいたと

いう経緯でございます。 
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○永露委員 

 副市長か市長になるか分かりませんけども、最終的にこの意見書の送付にあたっては、一番

最後の欄に市長の印鑑を押されておると思うんですけども、まずそのとおりですか。副市長で

も結構ですが、答えて下さい。 

○市民環境部長 

 お尋ねのとおりでございます。 

○永露委員 

 事務的なことは私分かりませんけども、これについては副市長も押すんですか。押しません。

どちらですか。 

○副市長 

 押しております。 

○永露委員 

 先ほどから私は申し上げておりますように、こういう業種の県知事の許認可にあたって、非

常に大きなウエイトを占めるであろう意見書の送付については、当然今お話がありましたよう

に副市長も市長も印鑑を押しておる。了承したということですね。了承しております。副市長、

市長が多くの、例えば役所の事務のことでね、すべてを１００％を把握するということも無理

かもわかりませんけども、こういう問題についてはやはり大きな注意を持ってやるべきだと思

うんですよ。当然各所管から副市長なり、あるいは市長に対しての報告なり説明を当然してお

るはずですよね。しておるはずだと思うんですよ。されておると思います。その際に、担当部

課としてはどのようなご説明をされておりますか。 

○環境整備課長 

 この意見書の提出につきましては、市長決裁までいただいておりますが、この内容につきま

しては、あくまで設置者が説明会を開催する地域の指定というふうなとらえ方でございますの

で、そういった内容で説明をしております。 

○永露委員 

 ではなくて、あなたがそう言いますけどね、最初から申し上げておりますでしょ。この意見

書がないと許認可できないんです。ということをお認めになりましたですね。それだけに、こ

の知事に対する意見書の提出というものは、知事の許認可に大きな影響と言うよりも大きいど

ころではない、すべての影響を与えるんです。それだけ大きなウエイトを占めておる意見書を

提出する。それも市長名でですよ。かたちの上では市長が提出するんです。それに対して、例

えばあなたは今地域の問題だけ、法的にはそうかも分かりません。地域問題、地域の指定の範

囲の問題だけという法的にはそうかも分かりませんけども、それだけじゃない問題をこういう、

例えば環境の問題とかについてはね、いろんな問題を含んでおるはずですよ。ですから、当然

法的にはそういうことは義務付けはされていないけれども、やはり地元住民の声を聞くとかい

うことも当然考えられることなんですよ。ですから、そういうことも含めて、副市長なり市長

に具体的にご説明をされるべきだと、それほどこの意見書の提出というものが大きなものが問

題だということを踏まえて、副市長なり市長にご説明をあなたは当然されておるべきだと、さ

れなければならないというのは、私は思っておるんですが、そのようなかたちでご報告なりご

説明をされましたか。 

○環境整備課長 

 先ほども申しましたように、今回の意見書の決裁につきましては、設置者があくまで開催す

る説明会を開催する地域の指定ということで、委員おっしゃいました部分につきましては、そ

の説明会を開催していただきました後に各意見が、地元のほうから出てまいります。そういっ

たところで、また意見書の提出になるわけですから、そういった部分では当然市長、副市長に

も十分地元の意向、また業者に対する見解書の提出状況を踏まえたところで、市のほうで意見
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書を取りまとめるという部分で、決裁の中で当然説明してまいりたいというふうには考えてお

りました。 

○永露委員 

 ということは、今後説明していきたいというふうに思っておったということなんです。です

から、あなたの言ようことはね、これから起こるであろういろいろな地元住民とのいろんな摩

擦とか問題等については、あなたの言い方、言葉変えますけど私たちは関係ないんだと、とい

う言い方なんです。それは、出てきて業者がやるべき問題であると、しかし、こういう環境と

かいう問題に対して、そういうことはもう当然、今までの例を見られてもお分かりでしょう。

当然そういう問題が起きてくるということは想像つくことじゃないですか。ですから、法的に

私達がすることいらんから、あとは業者が説明会してまとめるだけの問題だということではな

くて、例えば、この意見書を提出する時点で、やっぱり行政として地元の方々との意見の交換

とか、というものをね、私は、法律で定められてなくても、行政としてはある意味でやるべき

だと、それが行政の務めじゃないんですか。部長、何か言いたいそうですけども、言って下さ

いよ。 

○市民環境部長 

 まさに、質問委員がおっしゃるとおり、私どもといたしましては、今回の件につきましては、

最終的には県の許可という運びで、廃掃法なり、この紛争予防条例に沿って今開始になってお

るところでございますが、いずれにしましても、私達は、この飯塚市の環境保全を守るために、

当然飯塚市の自然環境保全条例も定めております。 

例えば、内住の問題、私がおりました穂波の高田の問題等、他にも少々ございますけども、

そういった大きな問題であっても、今まではただ単に反対、しかしながら、結果として県が許

可をした。そういった例もございますので、私どもは決して今回の件も県の許可権で事が済む

と、また、その中で、私たちは十分に皆さん方のご意見なりまた地域住民のご意見を聴きなが

ら、県と連携してですね、この事業が適正に行われるように現場にも行きながら、いろいろ見

ていきたいと考えております。 

また、先ほどから担当の課長が申し上げておりますのは、今回のこの意見書につきましては、

確かに、質問委員がおっしゃるとおり、条文の中でははっきりと出さなければならないという

ふうには規定しておりません。一つの例といたしましては、他の自治体の中では、ただ単にこ

の指定の地域、この範囲については、ただ単に意見なしというふうにいたしておるところもあ

るように聞いております。また今回、私どもは先ほど申した気持ちの中で、担当課長、係長、

担当者いろいろ話をしました。また、いろいろ地域の方々からいろんなご意見が出とるという

ところも私も聞きましたし、その辺を踏まえて、当初県に出しましたこの意見書につきまして

は、粉じん、騒音、いろんな問題を含めた中で適切に対応していただきたいと、そういった旨

を付記してですね、意見を出したところでございますが、その後、申出書も出とりますけども、

内容を見てみますと、ひょっとしたら、これはもう今でも施設を動かしとるんじゃないかとか、

他にいろいろ問題があるじゃないかとかいうことも感じとりましたので、県と今状況はどうな

っとるとかといったことも、この短い期間でございましたけども先週意見交換をしたところで

ございます。 

そういったところをいろいろですね、しっかり地域の方のみならず、これ飯塚市の問題でご

ざいますので、水質の管理とかも疎かにしてはならないと思っておりますので、いろんな観点

からですね、適正に環境の保全が守られるように私どもといたしましては、この紛争予防条例

の手続に沿ってですね、説明会を開かれることがまずは紛争の予防につながっていくものと考

えておりますし、仮に、説明会が開かれない、この地域の中で、この３００ｍの中で、事業者

に対して周知をしなさい、その意見なしと市が行った場合でもですね、先ほどから言われます

この許認可というものにつきましては、環境保全上のご意見というものは様々なかたちで出せ
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ますので、それを受けるかたちの中で、事業活動が廃掃法では阻害することを既定しているも

のではございませんので、例えば専門家、審議会の意見を聞きながら、進んでいくものと考え

ております。長くなりましたが、以上でございます。 

○松本委員 

 この意見書の件が今出ております。今、部長の答弁聞きましたけどもね、部長の答弁も課長

の答弁も何をおっしゃっとんのかよく分かりません。難しい上にもってきて、余計分かりませ

ん。それでちょっと整理をしてお尋ねをします。この回答については、環境整備課をつかさど

る部長のほうから答弁をお願いをしたいというふうに思います。先ほど出ておりました市長名

でですね、飯塚市長齊藤守史ということで印鑑がついて、このエリアを決める意見書が出てお

ります。これは、先ほど課長が会議のね、皆さん方が会議をする、周知をする範囲だというふ

うに言われておりますが、これはエリアを決める意見書、大切な意見書というふうに私は認識

をしておりますが、そのとおりでしょうか。 

○市民環境部長 

 この条例に沿いまして、前段に担当課長がこの進み具合というのを説明いたしておりますが、

（「委員長」と呼ぶ声あり。） 

○松本委員 

 いろいろ言わなくていいから、この今の意見書はエリアを決めるための意見書ですか、そう

でないですかっていうことを私はお尋ねしているんで、違うなら違う、そうならそう、そこだ

けお尋ねいたします。 

○市民環境部長 

 この意見書につきましては、設置者が説明会等を行うために周知すべきエリアの決定と、市

としての考え方ということでございます。 

○松本委員 

 あなた方は説明会をするエリアと課長も先ほどから言われていますけれども、そのエリアと

いうのはそれだけですか。私どもは分からないからね、あなた方にお尋ねをしているんです。

私どもも飯塚市の環境をこれ以上悪くしないようにということで、今日急遽予定のなかった委

員会が開催をされております。そういうことからすると皆さん方と同じなんですが、どうも食

い違う。だから、このエリアについてはどうなんですかということをお尋ねしているんで、丁

寧に、長々ということではないんですよ。わかりやすく説明をしてください。 

○市民環境部長 

 大変申し訳ありません。このエリアというのは、この３００ｍというエリアにつきましては、

設置者である嘉飯山砂利建設株式会社がその範囲内にある住民の方々に周知すべき意見でござ

います。それから付け加えますと、その説明会がその地域内、３００ｍの地域内、もしくは十

分な施設がその中ではないとかいう場合につきましては、他の施設も考え合わせながら説明会

が行われたときには、その３００ｍの範囲内のみならず、誰でもそこには参加をして説明が述

べられようになっております。 

○松本委員 

 そういう説明会のエリアを聞いとるんじゃないんですよ。この今３００ｍと言われました、

これが今後ずっと生きていくわけでしょ。あなた方は説明会の会場を決めるためにとか、範囲

を決めるためにとか言われているけれども、この３００ｍというのがずっと生きていくわけで

すよ、今後。それが違いますか、そうですかっていうことを聞いているんです。 

○市民環境部長 

 この３００ｍといいますのは、県の紛争予防条例に基づきまして、今回の瓦礫破砕施設につ

きましては３００ｍ以内というふうに規定されております。 

○松本委員 
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 これはね、３００ｍ以内にと規制されているわけじゃないんですよ。産業廃棄物を破砕する

ための施設からおおむね３００ｍの地域、そして、地形等を鑑み、これを定めなくてはならん

と、こういうふうになっとるんです。何も３００ｍをコンパスでしてその中だけですよと、そ

ういうことではないんですよ。これをもうちょっと分かりやすく言うと地形を鑑み、土の凸凹、

そういうことだけではなくて周囲のいろんなことを鑑みてやりなさいと、しなきゃいけません

よとそういうふうに書いてあるんですよ。そしてまた、この調整に関する条例では先ほども出

ておりましたが、知事にそういった事業所が提出をされたらそこの市町村のトップ、うちで言

うと市長の意見を聞かなければ、これはできないようになっているんです。その意見を聞くと

いうのが今回の意見書なんです。市長が県に行って話をするとかそういうことじゃないんです。

それをもう少しわかりやすく言うと飯塚市としていろいろな状況があるでしょうと。その状況

を市長あなたのほうから出してくださいと言われているのが今回の意見書じゃないんですか、

どうでしょう。 

○市民環境部長 

 先ほどの答弁には認識不足がございました。確かにおおむねということでございます。今、

質問議員が言われますとおり、私どもといたしましては、市として地域住民の声を十分に反映

できるように努めていきたいというふうに考えております。 

○松本委員 

 考えられているのか、考えられていないのか分かりません。たぶん考えられているんでしょ

う。しかし、私たちが見たその足跡というのは、まあ今から論議しますけれども一向に見えて

まいりません。どこで、あなた方が、環境整備課が、市民の立場に立って、これはまずいぞと、

こういうことはもうすまいやとか、これはもうちょっとこういうふうにしないといけないよと

かいうような経緯は、私には見えません。それで、それはさて置き、市民環境部長がそういう

ふうに市民の立場に立ってやっていきたいと言われておるわけですから、それはそれとしまし

ょう。そうしますとこの意見書を出す前に先もお話があっていましたけれども、環境整備課と

して何らかのお話し合いはされたんでしょうか、されなかったんでしょうか、課の中でですよ。

まず市長のところに行く前に、あなた方は何らかのかたちをとられたんじゃないかなというふ

うに思いますが、いかがですか。 

○環境整備課長 

 当然環境整備課内では係長を含めたところで、この意見書の内容について検討いたしており

ます。 

○松本委員 

 それはどういう検討をなされたのか、お示しをいただきたい。 

○環境整備課長 

 ９ページの意見書の中にございますように大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質等々ございま

す。こういったものを紛争予防条例の７条と照らし合わせながら過去いろんな施設の折にこう

いった意見書を提出しておりますので、そういった部分を踏まえ、また一番下のほうに２項目

ほどつけ加えておりますが、まず前段の説明会の部分ということで、こういった内容で適当で

はないか、適切でないかというとこでまとめて出しております。 

○松本委員 

 しかし、今回の意見書は、市長名で妥当であると、妥当という判断をされた意見書が出てお

ります。それはそのとおりですか。 

○環境整備課長 

 この意見書の中にございますように、妥当なものと考えますということで意見書を取りまと

めています。 

○松本委員 
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 妥当ということは正しいと、間違っていませんということですよね。そうしますと、市のあ

なた方所管の中でお話し合いをされたということですが、どういう話をされたのか、正式には

現実出てきませんけれども、それでは、お尋ねをいたしますが、今、飯塚市の中でこういった

破砕機を使ってやっておられる会社、そういったところがございますか、ございませんか。い

かがでしょう。 

○環境整備課長 

 会社はございます。 

○松本委員 

 あります。そうしますとね、そこはやはりこの同じ３００ｍという、この枠の中でやってお

られるんじゃないかと思いますが、どうですか。 

○環境整備課長 

 前段のこの同じような意見書としては、そういったかたちで出しております。 

○松本委員 

 それは、３００ｍということで設置をやっておられる。今現在に至っても、それは市民の皆

さん方が安心安全、いやいやもう本当によくやってもらっていますよというような状況なのか、

いやいやいやいや、もうこれは困っとりますとそういう状況なのか、あなた方は把握しておら

れると思いますが、いかがですか。 

○環境整備課長 

 操業された後、苦情、そういったものがないかといったものにつきましては、実際トラック、

粉じん、騒音等についてご指摘、環境整備課のほうに苦情があっていることはございます。そ

ういった部分の中で、当然事業者のほうには話をいたしまして、また県… 

（「委員長」と呼ぶ声あり。） 

○松本委員 

 苦情があっていると、事業者のほうには、環境整備課としては、お伝えをしていると、今、

言っておられるんでしょ。その事業者もいろいろ、多分、改良に向けて努力はされておると思

いますが、市民が安心でない、不安に思っている、苦情を持っているということは、あなた方

は確認をされているわけですよ。そうでしょう。そしたら、その機械の用途というのは大体ど

れくらいの用途が今ついとるんですか、そこには。破砕機の大きさは。 

○環境整備課長 

 お手元にあります資料の１ページ目。 

（「違う、違う。」との声あり。） 

○松本委員 

 課長ね、ゆっくり人の話を聞いて下さい。今違うところであっていると、その苦情があって

いますと言われている、それじゃないですよ、ここに出ているこれじゃないですよ。潤野にあ

るんでしょ。どこにあるんですか。 

○環境整備課長 

 操業されたというところにつきましては、市内で７カ所ございます。ですので、その中で潤

野にございます部分につきましては、１日２００ｔの処理能力ということでございます。 

○松本委員 

 今現在、潤野で１日２００ｔの処理をする破砕機がついている。企業さんも会社のほうもい

ろいろ努力をされているでしょうが、市民としては安心安全でない、不安が大変多い。そうし

ますとね、現実、飯塚市というのは、そういう問題を抱えとるんですよ。そういった問題をこ

の意見書の中に活かして、飯塚市の意見を聞きますよと言われよるわけでしょ。そうでしょう

も、さっき私が申し上げた市長の話を聞くと。それは、今飯塚市が置かれている現状を話して

くださいと、聞きますよと、そういうことではないんですか。違うんですかね、どうでしょう。 
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○環境整備課長 

 今、委員おっしゃいました分につきましては、９ページの意見書の下段、２項目ほど丸で書

いておりますが、こういったところで申しますと、国道２００号線から施設搬入入口までの

３ｋｍほどの間に人家等が多く存在しますので、産業廃棄物運搬車による粉じん、排気ガス、

騒音、振動にかかる対策を十分に行う必要があると、そういうことを… 

（「委員長」と呼ぶ声あり。） 

○松本委員 

 そういうことじゃない、まだそこまでいっていない。先に行きたかろうけども、そこまでい

ってないんですよ。そのエリアという部分からすると、どうなんですかということを私は聞い

とるんですよ。どうですか。現在、既存で３００ｍで、１日２００ｔの処理をしている破砕機

がついているところがあります。そこは、会社も努力されているかもしれませんが、市民サイ

ドからは大変不安が多い、そういった問題を抱えているんですよ、飯塚市は。そういったこと

を今回聞かしてくださいと言われるのが、今回の意見書でしょうも、違うんですか。ふんふん

ふんと頭ばっかりひねりよったちゃ分からん。どうですか。 

○委員長 

 暫時、休憩いたします。 

休 憩 １１：００ 

再 開 １１：１０ 

 委員会を再開いたします。 

○松本委員 

 先ほど、そういう会社があると、問題を抱えておると、そういったことを飯塚市の状況を聞

きたいと、そういうことではないですかと、今度の意見書案に盛り込まないと当然いかんこと

ではないのですかということをお尋ねしよります。部長、答弁して下さい。私とちょっと論議

しましょ。 

○市民環境部長 

 県が市に対して求めておるところにつきましては、環境の保全そのものに市の意見を求めて

おるものでございません。 

○松本委員 

 なんですか。何なんです。ちょっと申し訳ありません。 

○市民環境部長 

 先ほど来から質疑を重ねております今回のこの意見書につきましては、当然、県の条例に沿

って行っておるわけでございますが、県そのものはこの段階で、市に対して、環境の保全、い

わゆる例えば先ほどから出とるような粉じんの問題だとか、いろんな問題その他いろんな意見

がこれから出てくると思われますが、そういったところまでを市に対して意見を求めておるも

のではございません。 

○松本委員 

 じゃ、何を求めているんですか。 

○市民環境部長 

 あくまでも、設置者である嘉飯山砂利建設株式会社が届け出をいたしました。この設置者に

対して先ほど申し上げましたが、おおむねというのが抜けておりましたけども、おおむね

３００ｍの範囲内で、この中に住んでおられる方々に対して、設置者に対してこの条例の中で

県が周知をしなさい、いわゆる説明会をいついつ、こういった内容のことを説明しますという

周知義務を課したものでございます。 

○松本委員 

 そもそも今、部長が３００ｍと言われたでしょう。それが、安易に３００ｍと何で言うとで
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すかと言おるんですよ。その３００ｍというのは、県のそういう条例か規則かにあるんです。

おおむね３００ｍ、しかし、先ほど言うように、それには十分地形も含めて、凸凹の地形も含

めて、周辺のいろんなことも含めてしなさいよと、せないけませんと、まして、そういった申

請が出ている市町村のトップには、市長には、市長の言うこと聞きますよと、意見を聞きます

よとあるのは、それは今置かれている飯塚市の現状、そういった諸々、３００ｍで本当にいい

のか、３００ｍ、いやいや、３００ｍもいりませんよと言うのか、いやそら狭いですよと言う

のか、そういったことを諸々含めて、今回は地域のエリアを決める意見書ですから。そうなん

でしょ。そのことじゃないんですか。 

○市民環境部長 

 このエリアと言いますのは、設置者が周知をするエリアでございます。 

○松本委員 

 この意見書にですね、地域指定基準である半径３００ｍによる指定地域の設定については、

以下の理由で妥当なものであるという今回出ているんですよ、意見書が、市長名で。というこ

とはですよ、市長は正しいですよと言うとるのに、あなた達の言うことによれば説明会の範囲

を決めよるとですと。今後この３００ｍが５００ｍになるか分かりませんよというようなこと

を含んで言われよるのかもしれませんが、市長はこれは妥当であると、市長名で出されている

とですよ。それを今度は部長がいやいやあのとき市長が出したその意見書は、妥当じゃありま

せんと言うんですか。そんなことは言えんでしょうも。 

○市民環境部長 

 その何度も申し上げますが、設置者が周知しなければならない範囲が妥当であるという意見

でございます。 

○松本委員 

 部長の言うことね、分からん。私には分かりません。この３００ｍというのが、ずっと生き

てくるんですよ。今日、地域の皆さんお見えですけれどもね、多分、分からっしゃれんと思い

ますよ、分からっしゃれんですよね。この３００ｍというのがですよ、永劫続いてくるから、

そういうことではなくて、飯塚市は、今の飯塚市の現状を考えて出してくださいと、そして、

飯塚市の現状はどうですかというと、何カ所かそういう破砕機をつけている会社があると。そ

して、その中にはやっぱり市民の方が迷惑をしておられる、それも、３００ｍの区域であると。

そうすると、当然環境整備課としてはですよ、説明会のエリアであっても、何であっても、こ

の３００ｍが適当なのかどうなのか、論議をされる必要性があるんじゃないですか。ないんで

すかね。会議の設定だから３００ｍでいいち、そんなばかげた話はないでしょう、どうですか。 

○市民環境部長 

 少し廃掃法並びに紛争予防条例の解釈のほうからご説明いたしたいと思いますが、廃掃法に

おきましては、そういった地域の指定とかいうものはございませんが、あくまでも事業活動行

ううえで、適正に環境の保全を守ると、法令上の表現はちょっと違うかしれませんが、基本的

にはそういうことでございます。 

ただ近年、福岡県内におきましても、内住の産廃問題を始めとして、いろんな産業廃棄物処

理施設の設置当時、それから、設置した後、いろんな問題を抱えてきたことにつきましては、

皆さん方もご承知のことと思います。その中で、県が、この紛争予防条例を整備したわけでご

ざいますが、あくまでも、この紛争予防条例につきましては、本委員会の冒頭に課長が説明し

たとおりでございます。この施設の設置が適正かつ円滑に行われるように設置者にいわゆるこ

の施設を今届け出を出しておる嘉飯山砂利建設株式会社に対して、環境の保全に配慮するよう

指導するともに、周辺住民の産業廃棄物処理施設の必要性等に対して理解が得られるように努

めることと県の条例ではそういうようになっております。 

ただいろいろございますが、先ほど言いましたように、その位置づけの中で、まずは設置者
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が説明会をしますというその周知について義務付けをし、その意見を市に求められたものでご

ざいます。ですから、その後何度も申し上げますように、確かに、今までも今日も傍聴に来ら

れております方々も含めまして、いろんなご意見を伺っております。その意見というのは、今

後ですね、説明会が開催された中で、いろんなご意見を言っていただきたいと思いますし、そ

れに対して、設置者が見解書を出すわけでございますから、市といたしましては、その後それ

ぞれの意見を踏まえて、次が、市内の環境保全、先ほどから質問者が言われますようなことを

踏まえながら、十分内容を精査して、意見を出すということになると思います。 

○瀬戸委員 

 ちょっと整理をしてみたいと思うんですが、当初ですね、業者側から申請、産業廃棄物処理

施設を作りたいと県のほうに申請が出ます。県のほうはそれを受けて、環境調査書を作って、

これを市長に知事から送ってくるわけですね。これ、当初受けられるのはどこですか、市長宛

てに来たときは。 

○環境整備課長 

 環境整備課でございます。 

○瀬戸委員 

 環境整備課に直接来るの。市長宛てに来たものが環境整備課に直接来ますか。 

○環境整備課長 

 総務課のほうにそれぞれいろんな文書がまいります。その中で、環境整備課のほうに振り分

けられてまいります。 

○瀬戸委員 

 その時点では、市長はまだ目を通されない。総務課が全部開けて、各課に振り分けるという

ことですか。 

○環境整備課長 

 そういったことでございます。 

○瀬戸委員 

 それでは、今の指定地域のことですが、先ほどから紛争条例の第７条の第２項 知事は前項

の規定により環境調査書の写しを送付した市町村の長の意見を聞いたうえ、環境調査書にかか

る指定地域を定めなければならないとなっています。当然、それに対して、今言われた総務課

から環境整備課に回ってきましたと、この３００ｍ、地形によってはもっと違うように書いて

あります、先ほど松本委員が言われました。この３００ｍを決める根拠は何ですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：２２ 

再 開 １１：２４ 

委員会を再開します。 

○環境整備課長 

 環境調査書がまいりました折に、県のほうから図面が付いてまいります。これにつきまして

は、資料の１０ページに添付しております図面がございます。これが県からまいります。これ

に基づきまして、市のほうとして意見を出すということでございます。 

○瀬戸委員 

 県が一応３００ｍの円を引いたものを持ってきたと。これ一緒に付いてきたと、その中で市

が意見書を出すと。これは、何を説明するために３００ｍ以内と決めているんですか。何をす

るためですか。 

○環境整備課長 

 県のほうからこの３００ｍ、この１０ページの図面がまいります。これに基づきまして、こ
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の範囲で設置者が説明会の周知等々をやることで問題ないのかといったところで、この分は来

るわけでございます。 

○瀬戸委員 

 設置者が、事業者側が、今から先の説明をするために、３００ｍに決まっているということ

ですか。他に何を説明するためですか。設置者は、今ここに従って、大気汚染とか騒音とか悪

臭とか水質について一応県のほうに出してこういう調査で問題がありませんと、基準以下です

とか、そのことを説明するために決めているわけでしょ、違うの。 

○環境整備課長 

 県のほうから環境調査書がまいります。その中で、この３００ｍの範囲の中で、大気汚染、

騒音、振動、悪臭、水質等についてどうかといった部分での… 

○市民環境部長 

 いま担当課長が３００ｍという説明をしかけましたが、そういうことではございません。先

ほどから言われますように、環境調査書の写しが市に送付され、また同時に、先ほどから何回

も申し上げますように設置者がまず周知をしなければならないこの範囲が、県の条例で基づき

ますとおおむね３００ｍメートルですが、３００ｍでよろしいかという市に対して意見をです

ね。 

（「委員長」と呼ぶ声あり。） 

○瀬戸委員 

 私が聞いているのは、何を周知させるための範囲かと聞いているんですよ。 

○市民環境部長 

 説明会の日時、それから、こういった内容で説明会をしたいというところまでございます。 

○瀬戸委員 

 説明会はそうでしょうけどね、何の説明をするための説明会なんですか。 

○市民環境部長 

 説明会におきましては、環境調査書の内容に基づいて、今後どのように施設を設置して、ど

のように今後活動していくかというところの説明をし、またその説明会の中で、いろんな質疑

があろうかと思いますが、その中で回答できるものにつきましては、口頭で回答していくとい

うことになろうかと思います。 

○瀬戸委員 

 いま部長が言われるように、そのまま鵜呑みにしてですよ、聞いて、じゃ始めに環境調査書

が出来あがってきているわけでしょ。これには、何にも３００ｍ以内だったら問題ないという

ようなことずっと書いてありますよね。書いてあるでしょ。普通は１５０ｍでいいけど、

３００ｍ以内にしたとかですね。ずっと書いてあるわけですよ。ということは、ここは始めか

らここは問題ない土地ですよと、後は、今日は地元の人が沢山お見えになっています。地元の

意見を聞いて調整して、さあ事業させましょうという流れじゃないですか。そしたら、これは

来た時に、指定範囲を決めるときに、市町村の長の意見を聞いたうえと書いてあります。市町

村の長の意見を聞くということは、市民の長ですよ。地元市民の方の意見を聞いとかないけん

でしょうも。その時はどういうふうな、岩永さん係長行かれたでしょ、どっか。どういう説明

をされたんですか。 

○環境整備課長 

 私のほうから係長に地元に説明に行かせております。また、その地元のほうの説明した内容

につきましても私のほうが報告を受けておりますので、それにつきまして答弁させていただき

たいと思います。係長のほうより地元に素案を持ってまいっております。この内容つきまして

は、環境調査書の部分を説明しながら、素案というかたちのでさせていただいておりますが、

この意見書をこういった範囲の中で説明会の開催をさせていただきたいということでございま
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した。その折に、地元のほうより先ほど申しました粉じん、騒音等のお話をいただいておりま

す。当然そういったものにつきましては、説明会開催時いろんな意見を出していただくという

ことになりますので、そういったところでのお話という部分も説明しながら一度戻ってきたと

いうことでございます。 

○瀬戸委員 

 係長が行って、資料持って、こういうような範囲指定が決まりますので、こういうことで意

見書を出しますという説明でしょ。何がなんか分からんと言うんですよ、地元は。個人宅で見

えて、何も資料持ってこんで話されたとか、明星寺のほうも何か説明会があったけど、何か一

方的にやりますよと、説明会をやりますような話だったと。地元が全然分かってないんですよ。

そこに問題があるやないですか。こういうコンクリート破砕のね、中間処理施設ができますと、

こういう申請が出ておりますと、この件に関して、やはり地元の人から意見を聞きますから、

指定範囲を決めましたと、今やっと私たちは分かっているだけでですね。一向に分からないで

すよ。ましてやね、市長が意見を聞いたうえで、市長が聞くということは、市民の意見を十分

聞かないかんということでしょ。今さっき、松本委員も言われた同じ施設があると。３００ｍ

以内で許可がおりていると。いまだに３００ｍ以内、以外から苦情出てないんですか、その辺

はどう。 

○環境整備課長 

 いま現在、私どものほうに苦情があって確認できます分としては、ほぼ３００ｍの部分で、

苦情等についてはあっておりましたが、それを越えたところの部分からのそこに対する苦情と

いった部分は把握いたしておりせん。 

○瀬戸委員 

 でもあるんですね。先ほど言った設置場所の円で囲んでありましたね。これは、設置する機

械から３００ｍでしょ。２基すれば、３００ｍの範囲が拡がるわけでしょ。そして、その中に

いる住民じゃないでしょ。自治会でしょ。いわゆる３００ｍ内に５件しかなかったら、５件の

人に説明すればいいということじゃないでしょ。自治会、そこにかかった自治会には全て説明

をしなくちゃいけないということじゃないですか。どうですか、その辺。 

○環境整備課長 

 この円の中には当然今回の場合、数件というかたちになりますが、先ほども説明しましたよ

うに、説明会にはこの関連する自治会の方でなくても当然参加できますし、意見も言うことが

できるといった状況でございます。そういった部分で、当然市としまして、行政側としまして、

この説明会の開催につきましては、市報、ホームページ、回覧等を通じまして、市内全域に周

知したいということで考えております。 

○瀬戸委員 

 いま後ろから声が出ていますが、市が周知させるのではなく、設置者のほうが周知させると

いうことですか、範囲は。 

○環境整備課長 

 設置者が周知する部分につきましては、この３００ｍというのがちょっと外れておりますが、

３００ｍ以内の地域、これにつきましては、設置者が周知してまいりますが、それだけだと当

然限られた範囲というふうになってしまいます。当然この説明会におきましては、破砕処理施

設ということで各近隣のところも当然出てまいります。そういった部分で、設置者が周知でき

ない部分につきまして行政のほうとして周知するということでございます。 

○瀬戸委員 

 例えば、範囲ですよ。おおむね３００ｍ以内と、稲築で同じようなことがありましたね。稲

築の場合、議会で取り上げられて、議会のほうから県のほうに意見書を出しています。１ｋｍ

以内、半径１ｋｍ以内、これ半径３００ｍですか、直径ですか、半径ですよね。半径１ｋｍ以
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内ということで意見書が提出されました。これは、範囲は拡げることができるわけでしょ。そ

の意見書の中で範囲がおおむね３００ｍと、３００ｍでしてあるけど、これは１ｋｍ以内にす

ることもできる。これだけの自治会の方が見えてあるんですよ。それはどうなんですか。いろ

んな搬入するトラックもここに何台と書いてありますか、９４台、これは往復かどうか知りま

せんけど、往復であれば１８０何台の車通るわけですね。いろんな、あそこから入ってくると

いったら、小正地区とか枝国地区とか通ったり、いろんなルートが考えられと思いますけど、

そういうところにもすべて、いわゆる粉じんが上がったりとか、被害が及ぶ可能性もある。と

いうことなると、範囲は拡げてしかるべきじゃないかなと私たちは思うんですけど、その辺は

どう考えておられますか。 

○市民環境部長 

 いま申されました嘉麻市の件につきましては、これは最終処分場か、確か類似したものだっ

たと思いますので、１ｋｍとか３ｋｍとかいうことで、話がきとるかと思いますが、私も内容

については詳細には存じ上げません。ただ、言われますこの範囲の指定といいますのは、先ほ

どから何回も申し上げておりますが、ただ先ほども課長が言いましたように、まずは県が公告

というかたちをとってまいります。そして、最寄の本庁、それから出先の機関等にこういった

環境調査書そのものをですね、閲覧できる体制を今後とってまいります。 

また、飯塚市といたしましては、別途飯塚市自然環境保全条例に則ってですね、ご存じかと

思いますが、米ノ山を始めとしたいろんな諸問題をいま見守っておるところでございます。で

すから、市民の方々、もしくは例えば事業を行っておる方々ですね、いろんな関係する方々が

おられると思います。ざっくばらんに申し上げまして、私も行ってはみましたけども、確か国

道から小正沿いといいますか、あの辺をトラックが今でもですね、砂利建設の業とか、真砂で

すか、そういったことをしてありますから、行き交うところでございます。それはもう今でも

ですね、粉じんとか騒音とか、いろいろ思い悩んでおられる方々がおられることも私は承知い

たしております。改めてまた、今度、破砕処理施設を作るのかといったところでございますが、

本当に不安でたまらないというご意見もちゃんといただいておりますし、そのことは、私も認

識いたしております。 

その中で、これがまずは、あくまでも、何回も申し上げますが、設置者が周知すべきという

点でございまして、その後は県もお知らせもしますし、また、市といたしましても設置するこ

とに対して、環境の調査書が出ておる限りにおいては、ちゃんとやっていきますということで

始まっておりますので、この段階で反対ということには市といたしましてはならないし、県も

当然のことだと思いますが、ただ、設置者が周知する、その範囲内ですね、そして、説明会を

開催して、この事業がこういったものでというようなことをいろいろ説明しなければならない

し、そこが足りなかったら、私達はちゃんと説明してくださいよということも自然環境保全上

の立場から言いますと、ものを言おうと思っております。 

市民の方々、例えば事業とか、いろいろ関わってある方々はとにかくこの説明会がはっきり

今後日時が決まれば、そこの場に行って、まずは聞いてみる。そして、疑い、例えば騒音の問

題をどうするかとか、粉じんの問題をどうするかといったことを個人でも言えますし、または

自治会で意見をまとめられて、意見を申す場が、そこにあると思っています。そして、そのこ

ととそれに対して設置者がどうそれに対応していくのかと、粉じんの問題をどうする、騒音の

問題をどうする、確かにいま質問議員がおっしゃったように、環境調査書の中では法令なりそ

ういった環境基準で作成いたしておりますので、例えば、この部分については１５０名だとか、

いろんな基準がございます。しかし、基準は基準としながらもですね、特に、周辺地域の方々

がいろんな不安を持っておられますので、そのことに対して事業者が、いわゆる設置者がどう

するのかというところが、今後ですね、説明会を開くことによって、そういったものが浮かび

上がってくるだろうし、そういう問題を浮かび上がらせなければならないと思っています。 
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ですから、この事業そのものは県の許可ということに最終的にはなりますが、そこに行き着

くまでにはですね、ちゃんとした意見の交換または環境の保全の協定を事業者と自治会なり、

もしくは市がそこに関わって作り上げていくこと、そして、米ノ山の例をとりますと、そこに

地域の方々なりが立ち入りができるような、そういった保全協定を私は結ぶことが大事なこと

であると思っています。 

○瀬戸委員 

 結局は、もうこれはスタートしているから、これチャートを見ても斡旋になってしまえば、

ほとんどが許可が出るというかたちに、これ潰れたことはあるんですか。法的にいま言われた

ように、地元は反対していると、いろんな意見が出ていると、でも、説明会はした。今のエリ

アの説明会じゃないですよ、次の説明会。いま言われたいろんな話し合いをした。でも地元は

反対して、なかなか話は前に進まない。それでも、これで言えばですね、いわゆる斡旋申請す

れば、法的に問題なければ、下りるわけでしょ。どうですか、下りるんでしょ、許可が。 

○環境整備課長 

 そのとおりでございます。 

○瀬戸委員 

 ということは、住民の意見は聞きおくと、もう出来るんやから、いわゆる協定書を作って厳

しく市も見守っていきますよ、住民の方も立ち入り出来ますよ、それでいろんなことで心配が

ある方は協定書を作ってやっていきましょうと、出来ることがありきなんですね。これはどう

しようもない。市が悪いとかどうのこうのじゃない、県の条例ですからね。 

ただ、そこでですよ、ここに出ている嘉飯山砂利建設は数カ月前、おおかた半年以上までな

りますかね、ある人が私のところに許可なしでコンクリートの破砕をやっていると、機械を据

え付けてやっているということを言ってこられました。調査に行きましたらやっていました。

県のほうに調査課がありますよね、に言って調査した。ある県会議員さんに頼んでですね。お

かしいやないかと、勝手に無許可でやりようやないかということで、今のところ、厳重注意と

いうことで、破砕はストップしています。いいですか、やっていたんですよ、もう既に。そう

いうことで、止められたから申請すればいいと、私はそのようなかたちで出てきていると、そ

う思うんですよね。そういう業者さんと真剣に取り組んで、何か地元の人たちが話し合って、

協定書を作っちょきゃいいやないかと、その時、こう言われました。経営者側に言わしたら、

建ったもの壊せちゃ言わんめえもと、返事が。知っていますか、飯塚市、環境整備課。やって

いたこと知っていますか。私は土木の部長とかには１回調査してくれということで、言いまし

たけど、知っていましたか。 

○環境整備課長 

 その分については、把握いたしております。 

○瀬戸委員 

 把握していた。でも県のことやから、市は手を出せない。でも、環境保全条例があるんでし

ょ。環境保全条例に基づいてと。飯塚市民が困らないようにと言われているにも関わらず、知

ってて何かしましたか、そういうことをやってあるということで。 

○市民環境部長 

 その報告を受けました時は、当時環境整備課長を務めておりましたので、県にも出向き、状

況を聞き、そして、当事者のほうに私のほうから直接電話をいたしまして、何をしようとかと、

止めてくれと、そういった突っ込んだ話をしてですね、当然私が直接止めさせるわけいきませ

んけども、県の強い指導の中で止めたということございます。 

○瀬戸委員 

 一応止まりました、止まりゃいいちいうもんじゃないね。いま据え付けてある機械は何ｔの

機械ですか。 
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○環境整備課長 

 当時の破砕機としましては、今回の資料の一番前に付けております施設の概要の破砕機のと

ころがございます。この２基というふうに考えております。 

○瀬戸委員 

 ２基ともあったの、２基とも座っとるの。 

○環境整備課長 

 この２基をベルトコンベアでつなぎまして、ということで考えております。この２基をベル

トコンベアでつないで、操業していたというふうに把握しとります。 

○瀬戸委員 

 ２基をつないで、操業してあったということを把握してあると。県のほうに言うと、５ｔ未

満で自分がたのを持ってきた分だけを割りよると、だから、厳重注意して、止めましたと。い

ろんな業者さん、うちも持ってきよった、うちも持ってきよったと、いろんな業者がおられる、

現実に。これは刑法違反なんですよね。そして、今の嘉飯山砂利組合さんはどういう許可持っ

てあります、営業許可。 

○環境整備課長 

 嘉飯山砂利建設株式会社でございますが、事業内容としましては、砂及び砂利採取販売、土

木工事、建築工事、産業廃棄物収集運搬業でございます。 

○瀬戸委員 

 産業廃棄物収集運搬業を持ってあるわけですね。ということは、産業廃棄物の先ほどから出

てくるいろんな法律はね、いろいろ講習も受けられる、規定講習がある。十二分に知ってある

業者なんですよ。その業者さんが許可なく機械をもう設置している。そして、県に言うと、そ

れ以上調査できない。マニフェストも要りますよ、人から受けいれると。マニフェストも要る。

もっと遡れば、今の砂利、砂採取も大きな問題があるわけでしょ、地元はどんだけ姿ため池困

っていますか。飯塚市で一回試算、もう７、８年前ですよ、僕が議員になってちょこっとして。

修正してくれたら６千万円かかるから、出来ませんと。全部あそこに大雨の時に流れてくる。

おまけに、よその土地は削りたくる。既成事実を作って買い取っていく。じゃあ、今の機械の

あるところは、以前の砂利採取の範囲、当初出してあった範囲の中ですか外ですか、今の機械

が座っているところ。 

○環境整備課長 

 岩石採取の許認可につきましては、商工のほうになりますので、私どもとしてその資料が今

こちらにございませんので。現在、把握している分としては、外だというふうに。 

○瀬戸委員 

 ということは、その時点から違反しているわけじゃないですか、いわゆる砂利採取、岩石採

取というんですか。した範囲を既に超えて削ったところに据えていると。それを把握している

のに、市は何をしているんですか、大体。県のほうにちゃんと通達するなりね、県のほうと何

か力を合わせてその辺から止めなくちゃいけない。そんなものをほったらかして何が新しい申

請ですか。おかしいでしょうも、やりよることが。そんなことを出来るわけがないでしょ、だ

から皆さん困ってあるんやないですか。それはどうですか、部長。 

○市民環境部長 

 岩石の採取、いわゆる真砂土の採取かと思いますが、それがどういったかたちで、どの範囲

までというのが、私も十分には把握しておりません。今回の破砕処理施設そのものが、図面上

の位置関係はこのあたりかなとは思っておりますが、実際にどこに設置してあるかまでは、私

自身は確認をいたしておりません。先ほど言いましたように、何かもうしよると言ったところ

で、県のほうに行って、そして、実際に運び出したのか、運び込んだのか、そういったいろん

なですね、写真を撮りながら実態を確認して、正に今もいろいろ指導して、場合によっては確
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か勧告やったでしょうか、ちょっとはっきり覚えませんが、そういった強い指導をですね、行

うというふうに聞いておりましたし、その後どうなりましたかという中では、その当時はです

よ、私が聞いとる中ではビニールシートを被せて止めたというようなところまでは確認してお

りました。 

○瀬戸委員 

 その辺の範囲については部長達は知らなかったと、担当課も違いますので。現在ですね、写

真が何部かあります。明星寺団地の高いところから望遠レンズで写してあるかと思うんですが。

破砕したコンクリートがら、山のように積んであります。破砕した後の散らばったものも必ず

瓦礫を搬入している跡があります。こういう違反をして、いま止められたから申請すればいい

やないかと、その前の件もいろいろ違反がたくさんある。それを市も県も見逃しにしている。

刑法でしょ、刑法。収集運搬業の許可を持ってあるところなんですよ。産廃についてはプロで

すよ。そういうことは分かられるでしょ、部長も皆さんも、その課におられるわけだから。そ

ういうことをするような業者と安心して地元がどうして協定なんかできますか。 

まず、前の問題でしょうが。県のほうにはっきり言って下さいよ、前の件はどうなったのか

と、嘘ばっかりつくなと。５ｔ未満を割りよりましたと、嘘言うなて。ちゃんと調査して下さ

いよ、県と併せて。刑法に触れることは刑法にきちっと訴えるようにして下さいよ、市のほう

から。みんな市民が困っていることじゃないですか。どっちの目線に立ってもの言っているん

ですか、市民のための市役所でしょ。市長が今年の施政方針で言われていますよ。何と書いて

あります、環境について。今後も緑豊かな自然環境を大切にし、良好な生活環境を守るため、

ごみの７分別化の推進によるごみ減量、リサイクルの推進、産棄物の適正処理、不法投棄等の

施策を市民と協同により積極的に進めていきますと市長が言われているわけですよ。それを受

けて、環境整備課は動いているわけでしょ。じゃ、市民のためやらなくちゃいけないじゃない

ですか。前の問題が先でしょ、今の問題より。それ調査して下さい、先に、どうですか。 

○委員長 

 暫時、休憩いたします。 

休 憩 １１：５５ 

再 開 １１：５５ 

 委員会を再開いたします。 

○環境整備課長 

 この問題につきましては、しっかり県のほうとまた調査をしながら、県のほうとしっかり対

応してまいりたいというふうに考えております。 

○瀬戸委員 

 課長、答弁されましたけどね、今の申請のことはね、これ、ストップしてもろとかんといか

ん。意見書は引き上げてきたわけでしょ、引き上げてきたんでしょ。どうですか。 

○環境整備課長 

 こちらの手元のほうに引き取っております。 

○瀬戸委員 

 原本を確認させて下さい、議長でも結構です。議長、原本確認して下さい。議長宛てと齋藤

市長宛てにですね、調査申し出書が出とります。平成２２年８月３日、地元、明星寺自治会、

明星寺団地自治会、潤野上区自治会、以前からも私が言った分からきちんと調査して下さいと。

そうしてね、安心して地元が協力をできるとかいう状況を作るのがあんた達の仕事やないです

か。もしその業者がそこに開設させるにしても。この業者さんやったら間違いなかろう、約束

しちょっても守ってくれるし、何も心配ないと。そこまでして、初めての協定でしょうが。そ

れがあなたたちの仕事でしょう。そこまでせんと、絶対これは前さえ進めることはならんです

よ。どうですか。きちっと答弁して下さい。 
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○環境整備課長 

 いま委員のおっしゃいますように、調査申出書が３自治会から出ております。実際、この調

査につきまして、現在進めているところでございます。そういった中で、十分地元の方にも回

答させていただきながら、対応していきたいというふうに考えております。 

○松本委員 

 確認します。今ストップをされている状況ですよね。その状況の中で、話し合いを進めてい

くと言われておるんですかね。確認します。 

○環境整備課長 

 当然この調査を進めてまいります中で、地元の方にも説明を当然していきます。ご理解をい

ただいたうえで、意見書の提出ということになる運びです。 

○松本委員 

 それで、飯塚市の前のいろいろなことが今後の意見書に活かされなきゃならんです、もし出

す時には。そのことを踏まえて、環境整備課は動いてもらわなくては困る。ただ単に、県の規

則の中で、３００ｍほぼ決まっているんでとか、説明会の位置と言われるけれども、じゃ

３００ｍが５００ｍにして下さい。１ｋｍにして下さいということができるんですか、最終に。

そういうことも踏まえて、あなた方は意見書を出すときには出さなくてはいけない。しかし今、

瀬戸議員から諸々その前にまだまだ整理をしなくてはならないことが、それこそ山積みされて

いる。その整理をまずやってもらいたいというのが、私、この委員会の意見だというふうに思

いますが、確認、よろしいですか、その確認は。 

○市民環境部長 

 いろんな方々からご意見いただいたこと、また、書面で出されております申し出書の内容を

一部いま関係機関と協議なり、または調査を開始しております。今後、まず今回のこの意見書

につきましては、あくまでも詳細な市としての環境保全上の意見を述べるところではございま

せんが、今まさに、一端提出いたしました今回の意見書につきましては取り下げを行っており

ますので、この設置者が周知すべき、この範囲内はもちろんのこと、今後みなさん方がどんな

ふうに願ってあるのかも含めまして、いろいろとご相談をさせていただいた中で適切に対応し

ていきたいと思っております。 

○松本委員 

 だから、一方ではちゃんと止めてその中でやっていただく。確認をしますよ、よろしいです

か。 

○市民環境部長 

 安易に私どもだけの考え方だけで出すということは当然あり得ませんので、今後も地域住民

の方々と話し合いの場を当然持つべきだろうと思っておりますので、その辺の意見も踏まえた

中で今回の意見は意見、それからその後にこの環境保全についての、何回もいいますように、

市としての見解を述べるわけですから、それに向けて努力したいと思っております。 

○松本委員 

 前段でありましたように、無許可でやっているとかいろんなことがあるわけですよ。そうい

うことをあなた方は承知の上で、もう既に出て行っていたんですよこの意見書は。１人で行っ

たのか歩いたのか飛んでいったのか知りませんが、もう県のほうに行っていたんですよ。この

委員会は所管ですよ。でもこの委員会のメンバー、誰も知らなかったと思いますよ。市民の皆

さん方から話がありました。ちょっと待ってくださいと、そういうことは承知しておりません

と。あなた方は遠いところの産廃のことでもちゃんと報告をされたりするのに、市民が困る、

現実飯塚市のこういった問題について何の委員会に申し出もない。そんなことがあって、なん

ぞやというふうに私は思います。だからいま確認をしました。ちゃんと止めて、市民の皆さん

方の意見を十二分に反映をさせてしかこの意見書は出さないと、ですね。よろしいですか。 
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○市民環境部長 

 再度申し上げますが、市民のご意見なり、みなさん方のご意見も十分に聞きます。それから

調査しなければならないことは確に調査をしてまいりますが、今この第７条に基づく意見にお

いてはあくまでも設置者が周知しなければならない範囲内のみの意見でございまして、この時

点で例えば事業を止めるとか、例えばこういったものをしなければならないとか、そのことに

よってそれが解決したときでないと事業がやれないとか、そういった環境保全上に必要な意見

というのは説明会の後、それぞれの意見が出されそれぞれの見解が出された後になると思って

おります。 

○松本委員 

 そういうことになると、あなた方の意見は聞きました。地域の意見もあるでしょうと。だが

しかしやりますよと。そういうことですか。私どもはいったんこれは止めて、市民の声なり皆

さんの声を反映したものをつくってくださいと言っているんです。前のことも含めて整理をし

てくださいと。どうですか。 

○副市長 

 いま縷々論議を聞いておりまして、これはこの場ではっきりと一時再スタートをするという

ことでストップいたしまして、内部でもよく協議をいたします。というのはもっと具体的に言

いますと、先ほどから部長が説明してありますように、７条のあれは開催の範囲とか諸々のこ

とがありましたけど、それを含めてですね、これが動き出すと斡旋に行って自動的に事業が出

てきてしまうんではないかというのが、たぶん今のこの聞いておりますとご意見だと思います。

そういう我々内部でもそれが実態なのかどうかというのも確認したいし、それで私自身も多少

判断が甘かったことは、大変お詫びしなければならないと思っておりますが、説明会だけであ

れば、こういうものは端的な言い方をすれば、地元の方は大変不安を持たれる施設であろうと

いうふうに思っておりますので、まずこの不安をどうして晴らしたらいいのか、少しでもその

疑念をどうして拭ったらいいのかというのが正直な思いでした。ですから最初は説明会を開い

てその中で担当部署が言いますように、地元の意見は何ぼでもそこで言う機会があって担保さ

れていると。だからそこであって、その次の市長の意見を求める１２条ですか、ここでやれば、

その段階できちっとした市の対応ができるのではないかなというふうに正直思っておりました。 

ただいまいろいろご意見を伺っておりますと、この第７条のスタートの時点の時からその辺

の問題が非常に内包しているということを理解いたしますので、これをいったん止めまして白

紙の状態でこの意見書を出すのかどうか、それといま担当が言っておりますように、以前にあ

ったこともきちっと調査をいたしまして、もう少し内部でそういうことをきちっと踏まえまし

て協議をしたいというふうに考えております。 

○瀬戸委員 

 いま副市長からそういう答弁をいただきましてありがたいなと思いました。先ほどの調査申

し出書、出ているんですよね。これは市長の手元とかに、議長の手元に届いておりますか。届

いておるんですか。それとここにも地元の方がいま言われたとおりですね、いわゆる産業廃棄

物処理施設に係る環境保例に抵触（無許可営業・施設無許可設置等）してないか、この現状は

飯塚市自然環境保全条例に抵触するのではないかとか、いろんな心配をして調査申出書が出て

ます。このあたりは十二分に先ほど言われましたように調査をしていただいて、そしてきちっ

とした回答を地元の方に差し上げていただきたいと、これは要望しておきます。 

○田中委員 

 確認になります。いま副市長は白紙の状態に戻っているということでございますが、いま瀬

戸委員から要望のありましたこの調査申出書にきちっと回答していただいて、まず事前の調査

をしていただくと、そのあとに新たに地域指定の意見書という形になろうかと思いますが、松

本委員の質問の中で答えまでいただかなかったと思いますが、いま３００ｍという指定があり
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ます。これを５００ｍにする１ｋｍにする、このようなことができるのかどうか。この点をお

答えいただきたいと思います。 

○副市長 

 白紙になったのは、当然設置者はいま県のほうに出してありますから、そっちは白紙ではな

いでしょうけども、市の対応として白紙で臨むということでございます。それで意見書は先ほ

ど県の施行規則におおむね３００ｍと書いてあります。これ自身にもですね、私は担当そんな

にこだわらないでいいのではないかというふうに、柔軟にですね、具体的に５００ｍにするの

か、１ｋｍというのでひとくくりにするのがいいのか、原則３００ｍで、その中に例えば公有

団地がありますとか、こういうところこういうところと具体的にするのがいいのか、まあこれ

はもし出せる状態になればそのときの論議ですけれども、その辺は３００ｍガチガチにこだわ

る必要はないというふうに考えております。 

○田中委員 

 この指定地域に指定するのは地域指定基準に基づいて指定をされると思いますが、その中で

はやっぱり地形等も勘案してということがあります。ご存じのとおりあの地域というのは盆地

になっておりますから、風の向きとかそういったものを考えたら３００ｍできちっと収まると

いうことはないと思いますので、そのあたりはしっかりとどのあたりまで指定するのかという

のを検討していただきたいと思いますし、また先ほどからも出ております大型トラックがどん

どんどんどん出ます。そういった意味ではほんとにどのあたりまで広げていっていいのかとい

うのも、かなり広範な範囲になろうかと思いますけれども、このあたりは先ほど言われました

ように、地域住民の方の意見をしっかりとお聞きして地域指定をするという考え方で、そのよ

うなとらえ方でいいですか。 

○副市長 

 この３００ｍというのは、おそらく一般的に中間施設だから、例えば騒音とか塵灰というこ

とで決めてあるんだろうと。これが最終処分地であれば私の聞くところでは、これは３ｋｍと、

１０倍ぐらいの指定区域と。まあ３ｋｍがいいか、また５ｋｍがいいかというのは別ですけれ

ども、というふうなおおむねそういう目安の規定があるようです。ですからいま言われるよう

に、地形の問題とか風向きとか、いろんな形でその辺は柔軟に私は対応すべきだろうと。そし

て何よりも住民の方が１００％ということがないにしてもですね、おおむねこれであれば信用

できるとか安心できるとかいうふうに、できるだけ私は行政としては持っていくべきだと思っ

ておりますので、柔軟に対応していきたいというふうに思っております。 

○田中委員 

 これはどういう形になるのかわからないんですけれども、事業者のほうからこの３００ｍと

いう地図でこられてますよね。これに対して飯塚市としてはこれで妥当なのかどうかという意

見を述べるということですかね。どうなんでしょうかね。 

○副市長 

 私も正直、細かい具体的な事務的なのは別としてですね、こういうことでいいかということ

で来ておるわけですから、いやこれじゃあ飯塚市としてですよ、地元自治体としてはこれでは

困ると、ですから範囲をここまで、それが実現するかは別としてですね、向こうの対応が。た

だ飯塚市の地元自治体として、いやこれは仮に５００ｍにしますと、５００ｍまで広げてくれ

と、もうそうでないと大変困るという意見は当然出せるものと思っております。 

○田中委員 

 いま副市長言われましたが、例えばの話ですけども、５００ｍ広げてもらわないと困るとい

うことは言えるということでございますが、それに対して今度は事業所がそれにうんと言うか

どうかという……これ事業所関係ない…県に出しますよね、県に出したら県が５００ｍにする

とかいう決定は県がされるということ……でしょうけど、これはあくまでも事業者が出したわ
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けでしょ。… 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １２：１０ 

再開 １２：１０ 

委員会を再開いたします。 

○瀬戸委員 

 地元では反対署名活動なんかも起こっています。これね、県のほうがどういう、まあ市長を

通じて県のほうに出していくかと思うんですけど、私たちももっと現場を詳しく知るために現

地調査におもむきたいと思いますので、委員長のほうでお取り計らいをお願いいたしたいと思

います。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

暫時休憩いたします。 

休憩 １２：１２ 

再開 １２：１２ 

委員会を再開いたします。ただいま瀬戸委員から申し出があっております現地調査について

は次回の委員会でよろしいでしょうか。８月２６日になりますが、その委員会のときに現地調

査に行くということでよろしいでしょうか。 

他に質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

お諮りいたします。本件は掘り下げた審査をするということで継続審査といたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本件は継続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして市民文教委員会を閉会いたします。おつかれさまでした。 


